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今月号のハイライト:

• 国内企業が輸出加工企業に販売した輸入品は、
輸入関税の還付を受ける権利があります

• 原材料、消耗品、完成品の保管のために輸出加
工企業による外部倉庫の賃貸に関する要件

• 2023年5月1日より、東アジア地域包括的経済連
携(RCEP)に基づく中国の新しいC/Oフォームが
適用されます

• 加工のために海外に送られた製品および半製品
は、返金なしで輸入関税の対象となります

• 輸出入品の原産地決定に関する通達草案の策定

貿易と税関

• 税関申告なしで国内企業から商品を購入する
費用

• 会社に勤務する従業員の未取得休暇日数を支
払うための費用

• 裾野産業奨励証のHSコードからHSコードを
変更すると、裾野産業製品に関連するCIT優
遇措置の対象外となります

• 電子取引伝票

法人所得税 間接税

• リスクの高い申請の場合の輸出品およびサー
ビスのVAT還付

外国契約者の源泉徴収税

• 申告の税調整による過払い外国請負業者源泉
徴収税は、次の支払いのために還付または相
殺の要求を提出できます

• ベトナムから調達した商品の供給に課せられ
る外国請負業者の源泉徴収税

• 仲介者を通じて外国のサプライヤーに支払い
を行う際の外国契約者の源泉徴収税を申告す
る責任

• 外国契約者源泉徴収税確定の実施

• 海外における国際通信伝送路のリースサービ
ス

• 法定賃金は、2023年7月1日から月額180万ド
ンに引き上げられました

• 女性社員は、定期健康診断の際に産婦人科検
診を受診すること

労働

個人所得税

• IDコードによるオンライン納税申告のガイド
ライン

• 個人所得税源泉徴収の対象となる従業員への
贈与の種類

イミグレーション

• APECビジネストラベルカードの付与に関する
新しい規制



Tax & Customs Newsletter| May 2023 | Page 3

Contact
Website: deloitte.com/vn
Email: deloittevietnam@deloitte.com

For reference only, not for distribution or sale

法人所得税
ガイダンス裁定

税関申告なしで国内企業から商品を購

入する費用

輸出加工企業(EPE)が通関手続きを行わず

に国内企業から商品を購入し、国内企業が

VAT率8%または10%のVAT請求書を発行す

る場合:

• 2018年4月20日付通達第39/2018/TT-BTC

号第1条第50条に規定された通関手続き

の対象となる場合、経費は、規則で規

定されている正当な請求書および書類

を所持しているという条件を満たして

いないため、控除対象外として扱われ

る可能性があります。

• 通関手続きが義務付けられていない場

合:公式書簡には税関申告の必要性が具

体的に言及しておらず、代わりに経費

控除の一般条件を再記載してください。

(2023年4月21日付税務総局発行のOfficial 

Letter No. 1454/TCT-CS)

会社に勤務する従業員の未取得休暇日

数を支払うための費用

労働法および指導文書に従って、現在会社

で働いている従業員への未取得の休暇日数

の支払いは、次の場合に法人所得税

(「CIT」)の目的で損金算入可能な費用とし

て扱われるものとします。

• 一般的な控除条件が満たされている

• 非控除費用のリストには含まれず、関連

するCIT規制(通達第96/2015/TT-BTC号、

通達第25/2018/TT-BTC号など)に指定され

ています。

(2023年4月19日付バクニン省発行書簡第
1292号/CTBNI-TTHT)
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法人所得税
ガイダンス裁定

裾野産業奨励証のHSコードからHSコー

ドを変更すると、裾野産業製品に関連

するCIT優遇措置の対象外となります

2017年6月27日付通達第65/2017/TT-BTC号

に規定されたベトナムの輸出入HSコード

を変更する2022年6月8日付通達第

31/2022/TT-BTC号付録I.に規定されたベト

ナムの輸出入商品のリスト(SIインセンティ

ブ証明書付与済み)およびベトナムの輸出

入商品のリストを、企業が裾野産業(SI)製

品を生産する投資プロジェクトのCITイン

センティブ(SIインセンティブ証明書付与済

み)を享受する場合、以前に発行されたHS

コードは、商工省(MOIT)が発行した証明書

に記載されているHSコードと一致しなく

なりました。

• このような商品からの収入は、SI商品に

対するCITインセンティブの対象にはな

りません。

• CITインセンティブの継続には、MOITに

よるSIインセンティブ証明書の更新が必

要です。

(2023年4月25日付バクザン省税務局発行の
Official Letter No. 2728/CTBGI-THT)

電子取引伝票

税務管理に関する法律は、購入または販売

時の会社の電子契約の採用には適用されま

せん。電子契約は、電子取引に関する法律

第51/2005/QH11号の規定に従うものとしま

す。

税務行政手続により、納税者に経済契約書

またはその他の関連文書の提出を求める場

合、電子契約は、通達第19/2021/TT-BTC号

第6条第3項のガイダンスに従って紙に変換

されるものとします。

(2023年4月27日付、ビンズン省税務局発行
のOfficial Letter No. 7829/CTBDU-TTHT)
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リスクの高い申請の場合の輸出品および

サービスのVAT還付

税務当局は、通達第80/2021/TT-BTC号第33条、

第34条、第35条に基づき納税者から提出さ

れた税金還付申請書類の受領、分類、処理に

責任を負います。

その過程で、還付手続き上、高リスクに分類

される場合は、VAT還付前に審査が行われま

す。

(2023年4月25日付税務総局発行のOfficial 

Letter No. 1492/TCT-KK)

間接税
ガイダンス裁定
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労働
新しい規制

法定賃金は、2023年7月1日から月額180

万ドンに引き上げられました

この政令は、2023年7月1日から法定賃金率

を月額180万ドンに正式に引き上げます。

i. 公務員、公務員、公務員、国家機関の

契約社員、ユニットに関する給与、手

当レベル、およびその他の制度の実行。

ii. 運営費、法律で定められた生活費。

iii. 法定賃金率に基づく拠出金と福利厚生。

(公務員、軍人の法定賃金率に関する2023

年5月14日付政令第24/2023/ND-CP号)

女性社員は、定期健康診断の際に産婦

人科検診を受診すること

本回覧は、本回覧とともに公布された附属

書3aにより、回覧第14/2013/TT-BYT号の附

属書3の定期健康診断記録の様式及び定期

健康診断の内容を改正するものです。

また、本回覧は、女性従業員が定期健康診

断を受診する際に、産婦人科検診、子宮頸

がん検診、乳がん検診、子宮付属器超音波

検査などの産婦人科検診を受診しなければ

ならない規定を補足するものです(本回覧と

ともに公布された別紙3b)。

本回覧は、2023年6月20日から施行されま

す。

(2023年5月5日付保健省通達第09/2023/TT-

BYT号、健康診断に関するガイダンスの提
供に関する保健大臣通達第14/2013/TT-BYT

号の一部条項の改正)
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個人所得税
ガイダンス裁定

IDコードによるオンライン納税申告のガ

イドライン

2023 年 5 月 10 日から、税務署は ID コード

(税の種類と手数料ごとに一意) を発行し、企

業や個人が ID コードに従ってオンラインで

申告、税金、手数料を支払うことができます。

IDコードは、オンライン納税申告書の受理通

知で企業や個人に通知されます。納税通知書

または税務総局のウェブサイト上の通知書

企業および個人は、IDコードを使用して次の

ことを行うことができます。納税義務の処

理状況を調べる。税務総局のホームページで

税金の申告と支払い、納税情報の確認と調整

を行います。実施方法は、公式書簡の付録02

の指示に従います。

(2023年4月24日付税務総局のOfficial Letter No. 

1483/TCT-KK on the implementation of tax 

collection and payment according to the payable 

identifier (ID))

個人所得税源泉徴収の対象となる従業員

への贈与の種類

労働契約終了後に会社が従業員に贈答品を贈

与する場合、その贈答品が通達第

111/2013/TT-BTC号第2条第10項に規定された

贈答品(有価証券、出資、不動産、所有権登

録の対象となる不動産を含む)の形でない場

合、個人所得税(「PIT」)を源泉徴収する必要

はありません。それ以外の場合、これらの贈

答品は、1,000万ドンを超える贈答品の金額

の10%でPIT源泉徴収の対象となります。

(2023年5月15日付ハノイ税務局公式書簡第
33037号/CTHN-TTHT)
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APECビジネストラベルカードの付与に関

する新しい規制

この決定は、APECビジネス・トラベル・

カード(ABTC)の発行に関する新たな規制を公

布するもので、ABTCを付与された適格な事

業体。ベトナム企業のためのABTCの発行と

管理に関する手続き、権限。個人情報の審査、

ABTCを利用した外国企業のための一時在留

証明書の発行ABTCの使用と管理における機

関、組織、企業、および個人の責任。

ABTCは、APEC参加国の所轄官庁が、他の参

加国・地域から参入承認を受けた後、その起

業家に発行するカードです。ABTC には、物

理カードと仮想カードの 2 つの形式がありま

す。物理ABTCと仮想ABTCの法的有効性は同

じです。

ABTC保有者は、ビジネス協力、貿易、投資、

サービス活動に従事したり、会議、セミナー、

その他のビジネス目的に参加したりするため

に、ABTCに書かれた参加国への移民、一時

滞在を優先的に許可されます。

イミグレーション
新しい規制

ABTCの発行条件は、第8条、第9条に規定さ

れています。その際、ABTCを申請する事業

者は、出入国法第36条に規定する一時的な出

国停止に該当してはならないことに注意する

必要があります。

ベトナム人起業家に発行されたABTCの有効

期間は5年であり、更新することはできませ

ん(本決定第14条第1項b、c、d、ddに規定さ

れている場合を除きます。

この決定は、2023年7月10日から発効します。

(2023年4月12日付内閣総理大臣決定第
09/2023/QD-TTg号、APECビジネストラベル
カードの手続き、発行権限、管理に関する)
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外国契約者の源泉徴収税
ガイダンス裁定

申告の税調整による過払い外国請負業

者源泉徴収税は、次の支払いのために

還付または相殺の要求を提出できます

企業が外国請負業者源泉徴収税(FCWT)を国

家予算に申告して支払い、その納税申告書

を修正してFCWTの過払い額が発生した場合、

将来のFCWTの責任に対する相殺または還付

の要求は、法律第38/2019/QH14号第60条お

よび通達第80/2021/TT-BTC号第25条に準拠

します。

(2023年4月12日付オフィシャルレター
No.4358/CTTPHCM-TTHT、ホーチミン市税務
局発行)

外国契約者源泉徴収税確定の実施

ベトナム企業と外国企業が契約を締結し、

ベトナム企業が外国企業に代わってFCWT

を申告し、支払う責任がある場合、

• FCWTの確定:会社は、契約終了時に各契

約のFCWT確定申告書を提出します。

• FCWT確定申告書(2021年9月29日付通達

第80/2021/TT-BTC号で発行されたForm 

02/NTNN)における解約日と課税期間終

了の決定:ベトナム企業は、契約に関連

する適用法(ベトナム法、外国法、国際

条約、商慣習)の規定に基づいて解約日

を決定します。終了日は、FCWT確定申

告書の課税期間終了日でもあります。

(2023年5月4日付Official Letter No. 

2225/CTHPH-TTHT、ハイフォン税務局発行)

ベトナムから調達した商品の供給に課

せられる外国請負業者の源泉徴収税

ベトナム企業が外国企業に商品を販売し、

海外で指定された第三者に商品を配送し、

通達第103/2014/TT-BTC号第1条に規定され

ている場合、FCWTの責任は発生しません。

(2023年4月20日付Official Letter No. 

24873/CTHN-TTHT、ハノイ税務局発行)

仲介者を通じて外国のサプライヤーに

支払いを行う際の外国契約者の源泉徴

収税を申告する責任

商品およびサービスの供給者が外国企業で

あり、FCWTみなし方法の対象となる場合、

ベトナム企業は、仲介者を通じて支払いを

行う前に、外国の供給者に代わって源泉徴

収、申告、および税金(ある場合)を支払う

責任があります。

(2023年4月27日付Official Letter No. 

7881/CTBDU-TTHT、ビンズン省税務局発行)

海外における国際通信伝送路のリース

サービス

外国企業がベトナム国外で業務を行ってい

るベトナム企業に対して、国際電気通信回

線(香港から韓国)のリースサービスを提供

する場合、2014年8月6日付通達第

103/2014/TT-BTC号第2条第4項に規定されて

いる派生所得はFCWTの対象にはなりませ

ん。

(2023年5月12日付Official Letter No. 

32469/CTBNI-TTHT、ハノイ税務局発行)
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貿易と税関
ガイダンス裁定 注目すべきニュース

輸出入品の原産地決定に関する通達草

案の策定

• 輸出入品の原産地決定に関する通達の草

案は、現在最終決定中であり、注目すべ

き内容は以下のとおりです。

• 輸出入貨物の原産地事前決定の詳細な手

続き。

• 輸出申告書の原産地申告、原産地証明の

提出、輸出貨物の原産地検査・決定手続

きに関する詳細な規定

• 輸入申告書の原産地申告、輸入品の原産

地証明の提出期限、原産地証明の拒絶の

場合、原産地検査・確認手続、原産地証

明と税関申告書のHSコードに相違が見つ

かった場合の取扱方法などについて詳細

に規定しています。

本通達案は、本通達が制定されれば、通達

38/2018/TT-BTC及び関連通達に代わるもの

であり、多くの促進条項により、経済界の

輸出入活動をさらに支援することが期待さ

れます。

財務省は、2023年第2四半期中に制定され

る予定の通達草案を最終決定しているとこ

ろです。

国内企業が輸出加工企業に販売した輸

入品は、輸入関税の還付を受ける権利

があります

国内企業(FDIではない)が海外から商品を輸

入してEPEに販売する場合、税関申告モード

A11が適用され、輸入関税とVATを支払う必

要があります。

商品がEPEに輸出され、EPE内で独占的に使

用された後、以下の条件が満たされた場合、

国内企業は支払われた税金の還付を受ける

権利があります。

• 輸出された商品は使用または処理されて

いません。

• 再輸出手続きは、元の輸入者または元の

輸入者から認可/委託された事業体に

よって実行されます。輸出申告モードは

B13とします。

(税関総局発行の2023年4月12日付Official 

Letter No. 1684/TCHQ-TXNK)
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貿易と税関
ガイダンス裁定

2023年5月1日より、東アジア地域包括

的経済連携(RCEP)に基づく中国の新し

いC/Oフォームが適用されます

2023年5月1日より、中国が発行した東アジ

ア地域包括的経済連携(RCEP)に基づく新し

いC/Oフォームが使用される。

なお、RCEPのC/O書の発行権限を与えられ

た職員の署名リストについては、中国が

C/O検証の発行機関のポータルで既に公表

しているため、ASEAN事務局のウェブサイ

トには掲載されません。

(税関総局発行の2023年5月5日付Official 

Letter No. 2114/TCHQ-TXNK)

原材料、消耗品、完成品の保管のため

に輸出加工企業による外部倉庫の賃貸

に関する要件

税関総局によると、賃貸外部倉庫の以下の

条件が満たされている場合、EPEの商品を分

離するためのパーティションは強制されま

せん。

• 倉庫と外を隔てる硬い柵があります。

• 倉庫には EPE の商品のみが保管されます。

• EPEの保管品は個別に管理され、税関検

査および監督の条件を満たす監視カメラ

システムの継続的な監視(24/24)の下で行

われます。

それにもかかわらず、倉庫管理主体は、倉

庫内および倉庫外への入出庫時に、各EPEの

商品の管理ポリシーを確立する必要があり

ます。

(税関総局発行2023年4月24日付Official Letter 

No. 1964/TCHQ-GSQL)

加工のために海外に送られた製品およ

び半製品は、返金なしで輸入関税の対

象となります

税関総局によると、輸出製造用の輸入原材

料および輸入材料から製造された半製品が

加工のために海外に送られた場合、輸出税

が免除されます。

加工後の海外からの再輸入品は輸入税がか

かります。課税価格は、以前に輸出された

原材料、消耗品、および処理用のコンポー

ネントの価値を差し引いた後に残った製品

の価値とする。

輸入された加工品がベトナムでさらに加工

され、海外輸出される場合、輸入関税の還

付は認められません。

(税関総局発行の2023年5月4日付Official 

Letter No. 2093/TCHQ-TXNK)
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